
甲種防火管理新規講習（甲種防火管理者資格取得講習） 

 

１ 目的 

  消防法施行令第３条第１項第１号イに定める資格を与えるものとする。 

２ 日時 

  令和４年１０月６日（木）及び１０月７日（金）の２日間 

  １日目  受付時間 午前９時２０分から午前９時４０分まで 

受講時間 午前９時５０分から午後３時５０分まで 

  ２日目  受付時間 午前９時２０分から午前９時４０分まで 

受講時間 午前９時４０分から午後４時３０分まで 

３ 場所 

  海部南部消防組合消防本部３階大会議室 

  海部郡飛島村大宝五丁目１８２番地 

  電話 ０５６７－５２－３１４３ 

４ 受講申込み 

令和４年８月３１日（水）までに、防火管理講習受講申込書を提出してくだ

さい。 

  なお、防火管理講習受講申込書には、写真を１枚貼り付けてください。 

写真は６か月以内に撮影したもので、無帽、無背景、正面上三分身像で大き

さが縦４cm×横３cm で裏面に氏名を書いてください。 

５ 受講料（テキスト代） 

  ３，０００円 

  テキストは、講習当日に現金と引換えとなりますので、おつりのないよう

に準備をお願いします。テキスト代の領収書は当日発行します。 

６ 講習科目 

  防火管理の意義及び制度、火気の管理及び監督、施設及び設備の維持管理、

防火管理に係る訓練（水消火器）及び教育、防火管理に係る消防計画、効果

測定とする。 

   ※甲種防火管理新規講習では、次のいずれかの資格を有する方は、受講申込

時の申請により、一部科目の受講が免除されます。 

科目免除が認められる資格 受講を免除される講習科目 

（特殊・一種・二種）消防設備点検資格者 
防火管理の意義と制度の概要 

自衛消防業務講習（新規・追加）修了者 

受講免除の科目であっても受講することは可能です。 

ただし、受講免除科目の講習時間の全てを「受講する」又は、「受講しない」

のいずれかで、途中の入退室は認められません。 



７ 受講対象者 

  甲種防火管理の資格の取得を希望する者 

８ 定員 

  ３０名程度 

９ 修了証 

  ２日間の全ての科目を修了した者に交付します。 

10 昼食 

講習会場には、レストラン等の施設がありませんので、昼食は、各自で準

備してください。また、講習会場での飲食は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止を考慮し、禁止します。 

11 講習の延期 

  暴風、大雨、洪水等の各警報、南海トラフ地震に関連する情報のいずれか

が、飛島村において午前７時３０分の時点で発令されている場合、講習を次

のとおり延期します。詳しくは、海部南部消防組合消防本部予防課へ講習日

の午前７時３０分から午前８時までの間に問い合わせてください。 

  〇どちらか１日が延期となった場合 

 → 令和４年１０月１３日（木） 

  〇両日とも延期となった場合  

→ 令和４年１０月１３日（木）及び１０月１４日（金）の２日間 

12 講習の中止 

  愛知県下に緊急事態宣言等が発令されている場合は、講習を令和４年１０

月１３日（木）及び１０月１４日（金）に延期しますが、予備日においても

継続している場合は中止とします。 

 

問い合わせ先 

海部南部消防組合消防本部予防課査察指導係 

電話 ０５６７－５２－３１４３（直通） 

 


